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東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電

所の事故により、環境中に大量の放射性物質が放散

され、福島県を中心に広い範囲の森林が汚染される

とともに、林業・木材産業にも影響が及んでいる。

以下では、原子力災害からの復興に向け、森林の

放射性物質対策、安全な林産物の供給、樹皮やほだ

木等の廃棄物の処理、損害の賠償について記述する。

（１）森林の放射性物質対策

平成28（2016）年３月に、復興庁、農林水産省

及び環境省による「福島の森林・林業の再生のため

の関係省庁プロジェクトチーム」は、福島県民の安

全・安心の確保、森林・林業の再生に向け、「福島

の森林・林業の再生に向けた総合的な取組」を取り

まとめた（資料Ⅵ－４）。これに基づき、国は、県・

市町村と連携しつつ、住民の理解を得ながら、生活

環境の安全・安心の確保、住居周辺の里山の再生、

奥山等の林業の再生に向けた取組や、調査研究等の

将来に向けた取組、情報発信等の取組を着実に進め

ている。

（ア）森林内の放射性物質に関する調査・研究

（森林内の放射性物質の分布状況の推移を調査）

林野庁は、平成23（2011）年度から、東京電力

福島第一原子力発電所からの距離が異なる福島県内

２．原子力災害からの復興

福島の森林・林業の再生に向けた総合的な取組（骨子）資料Ⅵ－4

　福島では、多くの人々が森林とともに暮らし、林業を生業とする生活を営んでこられた。福島の森林・林業の
再生は、福島の復興にとって大変重要なものである。福島の県民生活における安全・ 安心の確保、森林・林業の
再生に向けて、県民の理解を得ながら、関係省庁が連携して、以下の取組を総合的に進めていく。

Ⅰ . 森林・林業の再生に向けた取組
１．生活環境の安全・安心の確保に向けた取組
・ 生活環境の安全・安心の確保のために、住居等の近隣の森林の除染を引き続き着実に実施するとともに、
必要な場合には、三方を森林に囲まれた居住地の林縁から20ｍ以遠の森林の除染や土壌流出防止柵を設置
するなどの対策を実施。

２．住居周辺の里山の再生に向けた取組
・ 住居周辺の里山等の森林について、地元の要望を踏まえて、森林内の人々の憩いの場や日常的に人が立ち
入る場所について適切に除染を実施。
・ 広葉樹林や竹林等における林業の再生等の取組を実施。
・ 上記に加え、避難指示区域（既に解除された区域も含む。）及びその周辺の地域において、モデル地区を選定
し、里山再生を進めるための取組を総合的に推進し、その成果を的確な対策の実施に反映。

３．奥山等の林業の再生に向けた取組
・間伐等の森林整備と放射性物質対策を一体的に実施する事業や、林業再生に向けた実証事業などを推進。
・作業者向けにわかりやすい放射線安全・安心対策のガイドブックを新たに作成。

II. 調査研究等の将来に向けた取組の実施
・ 森林の放射線量のモニタリング、放射性物質の動態把握や放射線量低減のための調査研究に引き続き取り
組み、対策の構築につなげるなど、将来にわたり、森林・林業の再生のための努力を継続。

III. 情報発信とコミュニケーション
・ 森林の放射性物質に係る知見をはじめとして、森林・林業の再生のための政府の取組等について、地元の
自治体や住民の方に対して、ホームページ、パンフレットや広報誌への掲載などにより、最新の情報を発
信し、丁寧に情報提供。
・ 地元の自治体、地域のコミュニティ等の要望に応じて、専門家の派遣も含めてコミュニケーションを行う
ことにより、福島の皆様の安全・安心を確保する取組を継続。

資料：福島の森林・林業の再生のための関係省庁プロジェクトチーム（平成28（2016）年３月９日）資料１
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の３か所の森林を対象として、放射性セシウムの濃

度と蓄積量の推移を調査している。葉や枝、樹皮、

落葉層の濃度は、平成24（2012）年度には大幅に

低下し、その後も低下傾向を示した。また、これま

での調査では、材の放射性セシウム濃度は樹木の他

の部位に比べると全般的に低く、大きな変化は認め

られていない。一方、落葉層の下の土壌については、

深さ５㎝までの層の濃度が、平成24（2012）年度

に上昇した後、平成25（2013）年度以降は明瞭な

傾向はみられず、深さ５㎝より深い層の濃度は、深

さ５㎝までの層より大幅に低い状態が続いている。

森林全体の放射性セシウムの蓄積量の分布は、地

上部の樹木に蓄積する割合が減少し、落葉層や土壌

の浅い層に蓄積する割合が増加している（資料Ⅵ－

５）。また、森林全体の放射性セシウムの蓄積量の

変化や渓流水中の放射性セシウム濃度の調査等か

ら、放射性セシウムは森林内に留まり、森林外への

流出量は少ないと考察されている＊28。

林野庁では、森林内の放射性物質の分布状況等に

ついて、継続的に調査を進めていくとともに、調査

結果を踏まえ、森林の整備を行う上で必要な放射性

物質対策技術の実証等の取組を進めている。

（森林整備等に伴う放射性物質の移動）

林野庁は、平成23（2011）年度から、福島県内

の森林に設定した試験地において、落葉等除去や伐

採等の作業を実施した後の土砂等や放射性セシウム

の移動状況について調査を行っている。その結果、

土砂等移動量と放射性セシウム移動量はほぼ同様の

傾向を示すことが確認され、放射性セシウムは土砂

等に付着したものが移動していると推察された。間

伐等の森林整備による土砂等の移動量については、

何も実施していない対照区と比べて大きな差は確認

されず、森林整備による影響は小さいと考えられて

いる。一方で、落葉等除去を実施した箇所では１年

目の放射性セシウムの移動量が、何も実施していな

い対照区に比べて多くなることが確認されたが、２

年目以降は対照区と同程度であった＊29。

（萌芽更新木に含まれる放射性物質）

平成25（2013）年度から、東京電力福島第一原

子力発電所の事故後に伐採した樹木の根株から発生

した萌芽更新木等に含まれる放射性セシウムの濃度

について調査している。発生１年目と２年目以降の

萌芽枝に含まれる放射性セシウムの濃度の比較で

は、１年目の方が高いという傾向がみられた。また、

コナラとクヌギの樹種による比較では、コナラの方

が高いという傾向がみられた＊30。

さらに、平成26（2014）年度から、稲作で効果

が確認されているカリウム施肥を行った場合の放射

 　
＊28 林野庁ホームページ「平成28年度 森林内の放射性物質の分布状況調査結果について」（平成29（2017）年３月24日）
＊29 林野庁「平成28年度森林における放射性物質拡散防止等技術検証・開発事業報告書」（平成29（2017）年３月）
＊30 林野庁「平成28年度森林における放射性物質拡散防止等技術検証・開発事業報告書」（平成29（2017）年３月）

調査地における部位別の放射性セ
シウム蓄積量の割合の変化

資料Ⅵ－5

資料：林野庁ホームページ「平成28年度 森林内の放射性物質
の分布状況調査結果について」（平成29（2017）年３月
24日）
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性セシウムの吸収抑制効果についても調査してい

る。施肥の２年後の平成28（2016）年度までの結

果では明瞭な傾向はみられず、施肥の効果は確認で

きなかった＊31。森林は農地と異なり、土壌中のカ

リウム濃度のコントロールが難しいことから、試験

を継続して効果を確認するとともに、施肥のコスト

等について検討することとしている。

（林業再生対策の取組）

平成25（2013）年度からは、林業再生の観点か

ら、間伐等の森林整備とその実施に必要な放射性物

質対策を推進する実証事業を実施している。平成

28（2016）年度までに、汚染状況重点調査地域等

に指定されている福島県内37市町村の森林におい

て、県や市町村等の公的主体による間伐等の森林整

備を行うとともに、森林整備に伴い発生する枝葉等

の処理や、急傾斜地等における表土の一時的な移動

を抑制する木柵等の設置を行っている。

（避難指示解除準備区域等での林業の再開に向けた

取組）

平成26（2014）年度からは、避難指示の解除に

向けた動きが本格化している状況を踏まえ、避難指

示解除準備区域＊32等を対象に森林整備や林業生産

活動の早期再開に向けて、試行的な間伐等を実施し、

森林施業前後の空間線量率の把握等のこれまでに得

られた知見を活用した放射性物質対策技術の実証事

業を実施している。その結果、林内作業における粉

じん吸入による内部被ばくはごくわずかであり、被

ばく線量を低減させるには外部被ばくを少なくする

ことが重要ということが明らかになった＊33。また、

現在、森林内の放射性セシウムの８割以上が土壌に

滞留しており、間伐等による空間線量率の低減効果

は限定的であることが明らかになった＊34。

さらに、森林における放射性物質に関する正しい

情報について広く理解してもらうため、シンポジウ

 　
＊31 林野庁「平成28年度森林における放射性物質拡散防止等技術検証・開発事業報告書」（平成29（2017）年３月）
＊32 年間積算線量が20mSv以下となることが確実であることが確認された地域。
＊33 林野庁「平成26年度「避難指示解除準備区域等における実証事業（田村市）」報告書」（平成27（2015）年３月）
＊34 林野庁「平成27年度避難指示解除準備区域等の林業再生に向けた実証事業（葛尾村）報告書」（平成28（2016）年３月）

福島の森林・林業再生に向けたシンポジウムを開催事例Ⅵ－6

平成28（2016）年11月、林野庁は、福島県と東京都の２か所において、「福島の森林・林業再生に向けたシ
ンポジウム」を開催した。同シンポジウムは、林野庁が進めている森林内の放射性物質の動態把握や林業再生に
向けた取組等を紹介し、関係者の理解と協力の下、福島の復興を加速化していくことを目的としている。平成
26（2014）年から開催しているものであり、３年目に当たる平成28（2016）年においては、福島の地域住民の
みならず、都市住民にも紹介し理解を深めてもらうため、東京都内でも初めて開催した。
東京都江東区で開催したシンポジウムには約120名の参加があり、「福島に学ぶ・復興への道 -林業再生と放
射性物質の現状、今後の見通し」をテーマとして、森林・木材の放射性セシウム分布の現状と今後の見通しなど
の研究報告のほか、林業再生に向けた福島県や福島市の取組、林業・木材産業・特用林産経営の各現場の復興に
向けた活動事例の紹介等を行った。

シンポジウム会場の様子（東京会場）活動事例発表の様子（福島会場）
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ムや講習会の開催、パンフレットの作成・配布等の

普及啓発を行っている（事例Ⅵ－６）。

（イ）里山再生に向けた取組

「福島の森林・林業の再生に向けた総合的な取組」

（資料Ⅵ－４）に基づく取組の一つとして、避難指示

区域＊35及び周辺の地域においてモデル地区を選定

し、里山再生を進めるための取組を総合的に推進す

ることとしており、平成28（2016）年12月末まで

に10か所のモデル地区を選定した＊36。同地区では、

林野庁の事業により間伐等の森林整備を行うととも

に、環境省の事業による除染、内閣府の事業による

線量マップの作成等、関係省庁が県や市町村と連携

しながら、里山の再生に取り組んでいる。

（ウ）森林除染等の実施状況

汚染状況重点調査地域＊37のうち国有林について

は、平成28（2016）年３月末現在、林野庁が福島県、

茨城県及び群馬県の３県約23haで除染を実施済み

である。

なお、環境省において、「福島の森林・林業の再

生に向けた総合的な取組」（資料Ⅵ－４）に基づく森

林の除染も進められており、平成29（2017）年３

月末に、除染実施計画に基づく、住居等の近隣の森

林を含めた面的除染がおおむね完了した。

各地で除染作業が進むことに伴い、放射性物質に

汚染された除去土壌等が発生しており、除染を迅速

に実施するため仮置場の確保が重要となっている。

このため、林野庁では、地方公共団体等から汚染土

壌等の仮置場用地として国有林野を使用したいとの

要請があった場合、国有林野の無償貸付け等を行っ

ている＊38。

（エ）森林除染等における労働者の安全確保

避難指示解除準備区域においても、除染作業以外

の生活基盤の復旧や製造業等の事業活動が認めら

れ、営林についても再開できることが認められてい

る＊39。

また、平成24（2012）年７月に改正された「東

日本大震災により生じた放射性物質により汚染され

た土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線

障害防止規則」（以下「除染電離則＊40」という。）で

は、除染特別地域＊41又は汚染状況重点調査地域内

においては、除染業務に加え、１万Bq/kgを超え

る汚染土壌等を扱う業務（以下「特定汚染土壌等取

扱業務」という。）や、土壌等を扱わない場合にあっ

ても平均空間線量率が2.5μSv/hを超える場所で

行う業務（以下「特定線量下業務」という。）につい

ては、従事者の被ばく線量の測定による線量管理や

内部被ばく防止のための措置、事業者が労働者に対

して行う特別教育等が求められることになってい

る＊42。

林野庁では、除染電離則の改正を受けて、平成

24（2012）年７月に「森林内等の作業における放

射線障害防止対策に関する留意事項等について

（Q&A）」を作成し、森林内の個別の作業が特定汚

染土壌等取扱業務や特定線量下業務に該当するかど

 　
＊35 東京電力福島第一原子力発電所の事故により、国が設定し避難を指示した、避難指示解除準備区域、居住制限区域及び帰還困難

区域の３つの区域。
＊36 復興庁ホームページ「福島の森林・林業の再生のための関係省庁プロジェクトチーム（第３回）（平成28年９月６日）」資料２、「福

島の森林・林業の再生のための関係省庁プロジェクトチーム（第４回）（平成28年12月22日持ち回り開催）」
 ９月に、川俣町、葛尾村、川内村及び広野町の計４か所、12月に、相馬市、二本松市、伊達市、富岡町、浪江町及び飯舘村の計

６か所を選定。
＊37 「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の

汚染への対処に関する特別措置法」（放射性物質汚染対処特措法）（平成23年法律第110号）に規定されており、空間線量率が毎時
0.23μSv以上の地域を含む市町村が指定されている。指定を受けた市町村は「除染実施計画」を定め、この計画に基づき市町村、
県、国等により除染等の措置等が実施されている。

＊38 詳しくは、第Ⅴ章（199ページ）を参照。
＊39 原子力被災者生活支援チーム「避難指示解除準備区域内での活動について」（平成24（2012）年５月９日）
＊40 平成23年厚生労働省令第152号。「労働安全衛生法」（昭和47年法律第57号）第22条、第27条等の規定に基づく厚生労働省令。
＊41 「放射性物質汚染対処特措法」に規定されており、平成23（2011）年４月に設定された「警戒区域」又は「計画的避難区域」の指

定を受けたことがある地域が指定されている。環境大臣が定める「特別地域内除染実施計画」に基づいて、国により除染等が実
施されている。

＊42 「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則等の一部
を改正する省令の施行について」（平成24（2012）年６月15日付け基発0615第７号厚生労働省労働基準局長通知）



平成 28年度森林及び林業の動向 213

Ⅵ

うかをフローチャートで判断できるように整理する

とともに、実際に森林内作業を行う際の作業手順や

留意事項を解説している＊43。

また、平成25（2013）年には、福島県内の試験

地において、機械の活用による作業者の被ばく低減

等について検証を行い、キャビン付林業機械による

作業の被ばく線量は、屋外作業と比べて35～40％

少なくなるとの結果が得られた＊44。このため林野

庁では、林業に従事する作業者の被ばくを低減する

ため、リースによる高性能林業機械の導入を支援し

ている。

さらに、平成28（2016）年度には、「福島の森林・

林業の再生に向けた総合的な取組」（資料Ⅵ－４）に

基づき、林内作業者向けにわかりやすい放射線安全・

安心対策のガイドブックを新たに作成し、森林組合

等の林業関係者に配布し普及を行っている。

（２）安全な林産物の供給

（特用林産物の出荷制限の状況と生産継続・再開に

向けた取組）

食品中の放射性物質については、検査の結果、基

準値を超える食品に地域的な広がりがみられた場合

には、原子力災害対策本部長が関係県の知事に出荷

制限等を指示してきた。

きのこや山菜等の特用林産物については、「一般

食品」の放射性セシウムの基準値100Bq/kgが適

用されており、平成29（2017）年２月現在、12県

175市町村で、原木しいたけ、野生きのこ、たけ

のこ、くさそてつ、こしあぶら、ふきのとう、たら

のめ、ぜんまい、わらび等23品目の特用林産物に

出荷制限が指示されている。原木しいたけについて

は、６県93市町村で出荷制限が指示されている。

林野庁は、原木きのこの生産再開に向けて、平成

25（2013）年10月に「放射性物質低減のための原

木きのこ栽培管理に関するガイドライン」を策定し、

全国の都道府県に周知した。同ガイドラインでは、

生産された原木きのこが食品の基準値を超えないよ

うにするための具体的な栽培管理方法として、原木・

ほだ木は指標値以下の原木を使用すること、発生し

たきのこの放射性物質を検査することなどの必須工

程のほか、状況に応じて原木・ほだ木を洗浄するこ

となどを示している（資料Ⅵ－６）。

原木きのこについては、平成28（2016）年12月

現在、６県52市町村で出荷制限が解除（一部解除を

 　
＊43 農林水産省プレスリリース「森林内等の作業における放射線障害防止対策に関する留意事項等について（Q&A）」（平成24（2012）

年７月18日付け）
＊44 農林水産省プレスリリース「森林における放射性物質の拡散防止技術検証・開発事業の結果について」（平成25（2013）年８月

27日付け）

放射性物質低減のための原木きのこ栽培管理に関するガイドラインの概要資料Ⅵ－6

栽培管理の内容

原木・ほだ木の購入時の確認と管理

〈必須工程〉

都道府県が、ガイドラインを基に、出荷制限の状況、空間線量率などを勘案して、地域の実情に応じた取組事項を選択できるようチェックシートを作成。
生産者は、チェックシートを基に栽培管理を実施。

※本ガイドラインは、出荷制限が指示された地域か否かを問わず安全なきのこを栽培するためのものとしての位置付け。
※出荷制限が指示された地域については、放射性物質の影響を低減させるための本ガイドラインを活用した栽培管理を実施し、基準値を超えるきのこが生産されないと判断
　された場合、出荷制限の解除が可能。

発生前のほだ木の管理（放射性物質の検査等）

指標値を超えた原木・ほだ木の廃棄・再検査

原木・ほだ木の洗浄

〈放射性物質を低減するための重要工程〉

空間線量率の測定

ほだ場など作業場所の環境整備
安全性を確認するための発生したきのこの検査

状
況
に
応
じ
て

資料：林野庁「放射性物質低減のための原木きのこ栽培管理に関するガイドライン」
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含む。）され、生産再開が進みつつある。林野庁では、

きのこ等の特用林産物生産者の生産継続・再開に向

けて、安全なきのこ等の生産に必要なほだ木の洗浄

機械の整備等を支援しているほか、きのこ原木の非

破壊検査機＊45を用いた安全性確保のための技術の

検証等を実施している。

このほか、林野庁では、野生のきのこ・山菜等の

出荷制限の解除が円滑に進むよう、平成27（2015）

年11月に「野生きのこ類等の出荷制限解除に向け

た検査等の具体的運用」の考え方を整理し、具体的

な検査方法や出荷管理について関係都県に周知し

た。このような中で、野生のきのこ・山菜類、たけ

のこの出荷制限の解除も進みつつある。

（きのこ原木等の管理と需給状況）

林野庁は、食品中の放射性物質の基準値を踏まえ

て、きのこ原木と菌床用培地の「当面の指標値」（き

のこ原木とほだ木は50Bq/kg、菌床

用培地と菌床は200Bq/kg）を設定し

ており＊46、都道府県や業界団体に対

し、同指標値を超えるきのこ原木と菌

床用培地の使用、生産及び流通が行わ

れないよう要請を行っている＊47。

東日本大震災以前には、きのこ原木

は、各県における必要量のほとんどが

自県内で調達されていたものの、他県

から調達される原木については、その

半分以上が福島県から調達されていた

ことから＊48、多くの県できのこ原木

の安定調達に影響が生じた。このよう

な中、林野庁では、平成23（2011）

年度から、有識者、生産者、流通関係

者等から成るきのこ原木の安定供給検討委員会＊49

を開催し、全国４地区の安定供給実行委員会＊50と

連携して、需要者と供給者のマッチングを行ってい

る＊51。

きのこ原木の需給状況については、平成25

（2013）年９月以降は、森林所有者等によるきのこ

原木の供給可能量がきのこ生産者等によるきのこ原

木の供給希望量を上回る状況が多くなっており（資

料Ⅵ－７）、きのこ原木のマッチングが進んでいる

と考えられるが、平成28（2016）年９月末時点で、

供給希望量67万本のうちコナラが約９割を占めて

いる一方、供給可能量81万本のうち約７割がクヌ

ギ等となっており、樹種別にみるとミスマッチが生

じている状況にある。

林野庁では、引き続き、供給希望量の多いコナラ

を主体に供給可能量の掘り起こしを行うとともに、

 　
＊45 従来のきのこ原木の放射性物質の検査は、チェーンソー等を用いて原木からおが粉を採取し、検査機器で計測している（破壊検査）

が、原木のままでの検査を可能とするもの。「平成26年度森林及び林業の動向」204ページを参照。
＊46 「「きのこ原木及び菌床用培地の当面の指標値の設定について」の一部改正について」（平成24（2012）年３月28日付け23林政経

第388号林野庁林政部経営課長・木材産業課長等連名通知）、「「きのこ原木及び菌床用培地の当面の指標値の設定について」の一
部改正について」（平成24（2012）年８月30日付け24林政経第179号林野庁林政部経営課長・ 木材産業課長等連名通知）

＊47 「きのこ原木及び菌床用培地の指標値の設定について」（平成23（2011）年10月６日付け23林政経第213号林野庁林政部経営課長・
木材産業課長等連名通知）

＊48 「平成23年度森林及び林業の動向」43-44ページを参照。
＊49 平成25（2013）年度までは「きのこ生産資材安定供給検討委員会」、平成26（2014）年度からは「安全なきのこ原木の安定供給体

制構築に係わる検討委員会」と呼称。
＊50 平成25（2013）年度までは「安定供給実行委員会」、平成26（2014）年度からは「安全なきのこ原木安定供給体制構築支援に係わ

る実行委員会」と呼称。
＊51 「平成24年度森林及び林業の動向」61ページを参照。

きのこ原木の需給状況資料Ⅵ－7

資料：林野庁プレスリリース「きのこ原木の需給状況」（平成24（2012）年６月
４日付け、平成24（2012）年11月30日付け、平成25（2013）年６月12
日付け、平成25（2013）年11月11日付け、平成26（2014）年６月17日
付け、平成26（2014）年11月18日付け、平成27（2015）年７月１日付け、
平成27（2015）年11月27日付け、平成28（2016）年６月30日付け、平
成28（2016）年11月22日付け）
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きのこ原木のマッチングを推進することとしている。

このほか、日本特用林産振興会では、「西日本産

クヌギ原木を使用した東日本での原木しいたけ栽培

指針」を作成し、しいたけ生産者等に周知すること

により、クヌギを用いた栽培方法の普及にも取り組

んでいる。

（薪、木炭、木質ペレットの管理）

林野庁は、平成23（2011）年11月に、調理加熱

用の薪と木炭に関する放射性セシウム濃度の「当面

の指標値」（燃焼した際の放射性セシウムの濃縮割

合を勘案し、薪は40Bq/kg、木炭は280Bq/kg（い

ずれも乾重量））を設定し＊52、都道府県や業界団体

に対し、同指標値を超える薪や木炭の使用、生産及

び流通が行われないよう要請を行っている。

平成24（2012）年11月には、木質ペレットにつ

いても放射性セシウム濃度に関する「当面の指標値」

（樹皮を除いた木材を原料とするホワイトペレット

と樹皮を含んだ木材を原料とする全木ペレットは

40Bq/kg、樹皮を原料とするバークペレットは

300Bq/kg）を設定している＊53。

（木材製品や作業環境等の放射性物質の調査・分析）

林野庁では、消費者に安全な木材製品が供給され

るよう、福島県内において民間団体が行う木材製品

や木材加工施設の作業環境における放射性物質の測

定及び分析に対して、継続的に支援している。これ

までの調査では、木材製品の放射性セシウム表面密

度は、測定対象とした全木材及びその全加工過程で、

「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関す

る法律＊54」で定める管理区域からの持ち出し基準

（４Bq/㎠）以下であった。また、木材加工施設内に

おける粉じんの放射性セシウム濃度は、検出限界以

下であった。

福島県においても、県産材製材品の表面線量調査

を定期的に行っており、放射線防護の専門家から環

境や健康への影響がないとの評価が得られている。

このほか、林野庁では、製材品等の効率的な測定

検査手法の検証・開発について支援を行っており、

これまで、原木用、製材品用の表面線量の自動測定

装置が開発されている。平成27（2015）年度には、

原木の自動選別機用測定装置が試作され、原木の受

入れから木材製品の出荷に至る安全証明体制構築に

向けた取組が進められている。

（３）樹皮やほだ木等の廃棄物の処理

木材加工の工程で発生する樹皮（バーク）は、ボイ

ラー等の燃料、堆肥、家畜の敷料等として利用され

てきた。しかしながら、樹皮（バーク）を含む木くず

の燃焼により、高濃度の放射性物質を含む灰が生成

される事例が報告されたこと等から、樹皮（バーク）

の利用が進まなくなり、製材工場等に滞留する状況

が続いていた。林野庁では、滞留している樹皮（バー

ク）について、平成25（2013）年度から廃棄物処理

施設での処理を支援しており、樹皮（バーク）の滞留

量は、ピーク時である平成25（2013）年８月の8.4

万トンから、平成28（2016）年11月には７千トン

へと減少した。

一方、「当面の指標値」を超えたため使用できな

くなったほだ木等についても、焼却により高濃度の

放射性物質を含む灰が生成される懸念から、焼却処

理が進まない状況にあり、平成28（2016）年12月

現在においても、放射性物質の影響により使用でき

なくなったほだ木等が、依然としてほだ場等で一時

保管されている。林野庁では、ほだ木等の一時保管

等の経費に対して支援しているほか、放射性物質の

影響により使用できなくなったほだ木等の処理促進

が図られるよう、環境省と連携しながら、市町村等

に対して働きかけ等を行ってきた。平成27（2015）

年度からは、焼却施設において、放射性物質濃度の

測定を行うことで安全性を確認しながら、ほだ木等

の処理が進められている。

 　
＊52 「調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値の設定について」（平成23（2011）年11月２日付け23林政経第231号林野庁林政部経

営課長・木材産業課長通知）
＊53 林野庁プレスリリース「木質ペレット及びストーブ燃焼灰の放射性セシウム濃度の調査結果及び木質ペレットの当面の指標値の

設定等について」（平成24（2012）年11月２日付け）
＊54 「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」（昭和32年法律第167号）
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（４）損害の賠償

東京電力福島第一原子力発電所の事故による被害

者の迅速、公正かつ適正な救済を図るため、文部科

学省が設置した原子力損害賠償紛争審査会は、一定

の範囲で賠償すべき損害として、避難指示等に伴う

損害に加え、出荷制限の指示等による損害やいわゆ

る風評被害を含め、農林漁業者等の様々な損害を示

している＊55。

林業関係では、これまで、避難指示等に伴い事業

に支障が生じたことによる減収等について賠償が行

われている。農林水産省が東京電力ホールディング

ス株式会社、関係県及び関係団体から聞き取りを

行った結果によると、平成28（2016）年７月末ま

でに総計約59億円の賠償が請求され、約56億円の

賠償金が支払われている。

また、原木しいたけ等に関する損害賠償の請求・

支払状況については、関係県からの聞き取りによる

と、平成28（2016）年３月末現在、請求額約279

億円に対し、支払額は約264億円となっている。林

野庁は、東京電力ホールディングス株式会社に対し

て、特用林産物生産者等への賠償金が適切かつ迅速

に支払われるよう要請を行うとともに、生産者には、

これまでの個別事例を踏まえた賠償の対象項目や請

求方法等の周知に努めている。

避難指示区域内の森林（山林の土地及び立木）に係

る財物賠償については、東京電力ホールディングス

株式会社が平成26（2014）年９月から賠償請求を

受け付けており＊56、平成27（2015）年３月からは

避難指示区域以外の福島県内の立木についても賠償

の請求を受け付けている＊57。

 　
＊55 原子力損害賠償紛争審査会「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間

指針」（平成23（2011）年８月５日）
＊56 東京電力プレスリリース「宅地・田畑以外の土地および立木に係る財物賠償について」（平成26（2014）年９月18日付け）
＊57 東京電力プレスリリース「福島県の避難指示区域以外の地域における立木に係る財物賠償について」（平成27（2015）年３月19

日付け）


